
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年６月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２仙第４８号 

事故等種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２４年１０月１２日 ００時４０分ごろ 

発生場所 福島県いわき市中
なか

之
の

作
さく

港 

中之作港東防波堤灯台から真方位３３８°１４０ｍ付近 

（概位 北緯３６°５７.４′ 東経１４０°５７.３′） 

事故等調査の経過  平成２４年１０月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第一復興
ふっこう

丸、１９トン 

２６０－３６７８０福島、株式会社竹中土木 

Ｂ 台船 かけはし１号、総トン数不詳 

なし、株式会社竹中土木 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾管軸受ボルト折損、えい
．．

航索が切断 

Ｂ 船底及び左舷外板に破口、亀裂及び凹損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、作業員６人を乗せたＢ船を引

いて引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、中之作港の岸

壁から離れてえい
．．

航を開始した。 

Ａ船のえい
．．

航索は、Ａ船のメインドラムから巻き出された直径約７

０mm、長さ約１５ｍの繊維ロープの先端に直径約６５mm、長さ約２０

ｍのブライドルロープ２本を連結してＢ船の両舷船首ボラードにつな

いでいた。 

Ａ船は、中之作港の東方を約１.３～１.８ノットの対地速力で東進

中、波高約２～３ｍの波を受け、左舷側のブライドルロープが切断

し、切断されたブライドルロープの一部を左舷推進器に巻き込み、Ｂ

船が、右舷側のブライドルロープを放し、Ａ船が、放されたえい
．．

航索

を巻き揚げた。 

Ｂ船は、西方へ圧流されたのち、Ａ船引船列の後方を伴走していた

船舶が別のえい
．．

航索を船首のボラードに取り直してえい
．．

航したが、別

のえい
．．

航索も切断したため、再び圧流され、平成２４年１０月１２日

００時４０分ごろ中之作港沖東防波堤（以下「沖東防波堤」とい

う。）の東側に敷設された消波ブロックに衝突した。 

船舶所有者（以下「Ａ社」という。）は、船長Ａから連絡を受け、

海上保安庁に救助を要請した。 



 

Ｂ船は、沖東防波堤の東側の消波ブロックに沿って北方へ漂流した

後、同消波ブロックの間から中之作港の中央に移動し、他の船舶にえ
．

い
．
航されて着岸した。 

Ａ船は、右舷機を使用して自力で着岸した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風速 約２.９m/s、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約２～３ｍ、潮汐 高潮時 

いわき市には、１０月１０日１７時０８分に波浪注意報が発表さ

れ、本事故当時、継続中であった。 

 その他の事項 沖東防波堤から中之作港北方の陸岸までの間には、消波ブロックが

設置されていたが、平成２３年東北太平洋沖地震の影響で一部が流出

した。 

Ｂ船は、長さ約６０ｍ、幅約２０ｍであり、鉄筋資材約２２５.５

ｔを積んでいた。 

別のえい
．．

航索は、直径約５０mm、長さ約３０ｍの繊維ロープであっ

た。 

ブライドルロープは、平成２４年８月ごろ新替えされ、本事故まで

に１～２回の航海に使用されていたが、切断前に損傷していたかどう

かは不明であった。 

Ａ社は、インターネット等から気象情報を入手し、特に、注意報等

の発表に留意しており、えい
．．

航経路上で次の基準に達する場合、出港

を中止し、基準以下であっても状況に応じて中止することを海上輸送

計画書に定めていた。 

風速 １２m/s 以上、波高 ２.４ｍ以上、視程 １,０００ｍ以下 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船引船列は、波高約２～３ｍの波浪を受けて中之作港の東方を東

進中、左舷側のブライドルロープが切断したことから、別の船がＢ船

のえい
．．

航を試みたが、えい
．．

航できず、Ｂ船が西方へ圧流されて沖東防

波堤の東側に敷設された消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

左舷側のブライドルロープは、波浪を受けてえい
．．

航中に緊張するな

どして切断した可能性があると考えられるが、同ロープの状態につい

て十分な情報が得られなかったため、切断に至った状況を明らかにす

ることはできなかった。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船引船列が、波高約２～３ｍの波浪を受けて中

之作港の東方を東進中、左舷側のブライドルロープが切断したため、

Ｂ船が西方へ圧流されて沖東防波堤の東側に敷設された消波ブロック

に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 Ａ社は、本事故後、次の改善処置を採った。 



 

 ・出港判断基準を出港前点検表で確認すること。 

・気象情報は、経路予想地点も加えること。 

・出航前に引船のみで海象調査を実施すること。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・最新の気象情報を入手し、気象警報及び注意報の発表状況を把握

しておくこと。 

 


